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令和８年２月２５日

日本年金機構

日本年金機構役員報酬規程の改正について（案）

１．改正の趣旨

令和７年人事院勧告を踏まえ、「一般職の職員の給与に関する法律」の一部改正が行わ

れたところであり、日本年金機構の役員の報酬についても、国の指定職等の取扱いに準

じた日本年金機構役員報酬規程（規程第４１号）（以下「役員報酬規程」という。）の改正

を行う。

２．改正の概要

（１）常勤役員の本俸月額

指定職俸給表の改定額に準じて、役員報酬規程本則に定める及び附則の本俸につい

て、以下の通り引上げを実施。

○ 役員報酬規程に定める本俸の月額

役職 改正後 現行 （参考）

理事長 1,153,000 円 1,122,000 円 指定職 7 号俸

副理事長 933,000 円 908,000 円 指定職 4 号俸

（理事長が特に認める場合） 1,006,000 円 979,000 円 指定職 5 号俸

理事 852,000 円 829,000 円 指定職 3 号俸

（理事長が特に認める場合） 933,000 円 908,000 円 指定職 4 号俸

（理事長が経験を勘案して定める場合） 794,000 円 772,000 円 指定職 2 号俸

監事 736,000 円 716,000 円 指定職 1 号俸

※ 第 2 回社会保障審議会日本年金機構評価部会（平成 21 年 12 月 21 日）において、年金

記録問題の現下の状況を踏まえ、年金記録問題に一定の目途がつくまでの間、役員報酬を減

額する特例が規定されている。

○ 役員報酬規程附則に定める本俸の月額（実際の支給額）

役職 改正後 現行

理事長 995,000 円 964,000 円

副理事長 842,000 円 817,000 円

（理事長が特に認める場合） 908,000 円 881,000 円

理事 802,000 円 779,000 円

（理事長が特に認める場合） 878,000 円 853,000 円

（理事長が経験を勘案して定める場合） 748,000 円 726,000 円

監事 693,000 円 673,000 円

第８２回社会保障審議会年金事業管理部会
令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ５ 日

資料３



2

（２）常勤役員の賞与支給可能総額の月数変更

指定職俸給表の適用を受ける職員と同様の引上げを実施。

年間 3.45 月 → 3.50 月（0.05 月分引上げ）

（３）企画調整手当

指定職俸給表の適用を受ける本府省の職員に「本府省業務調整手当」が新たに支給

されることから、常勤役員に企画調整手当を新設。なお、金額は正規職員と同様に、国

の水準の 6 割程度。

月額 31,000 円

（４）非常勤役員手当

国の委員、顧問、参与等の手当の改定額に準じて、勤務１日当たりの手当額の引上

げを実施。

日額 34,700 円 → 35,700 円（1,000 円の引上げ改定）

３．改正・施行予定日

令和８年３月１日

※ 前記２の（１）（３）及び（４）は、令和７年４月１日に遡及実施し、令和７年４月分から令和８年

２月分の差額を令和８年３月に支給予定。また、（２）は、令和７年 12 月期賞与から遡及実施し、支

給済賞与との差額相当額を令和８年３月に支給予定。

○ 日本年金機構法（平成十九年法律第百九号）

（役員の報酬等）

第二十一条 役員に対する報酬及び退職手当（以下この条において「報酬等」という。）は、その役

員の業績が考慮されるものでなければならない。

２ 機構は、役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならな

い。これを変更したときも、同様とする。

３ 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間事業の役員の報酬等、機構の業務の実

績、第三十四条第二項第四号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならな

い。

４ 厚生労働大臣は、第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準

を社会保障審議会に通知するものとする。

５ 社会保障審議会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準

が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、厚生労働大臣に対し、意見を申し出る

ことができる。
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